
１．基本事項

高津老人福祉センター・地域交流センター 評価対象年度

・事業者名　社会福祉法人　川崎市社会福祉協議会
・代表者名　会長　　浮岳　堯仁
・住　　　所　川崎市中原区上小田中六丁目22番５号

評価者

平成31年4月1日～令和6年3月31日 所管課

２．事業実績
（１） 利用者数 28797人
（２） 入浴者数 5,195人
（３） 教養講座 2,815人
（４） 行　　　事 9,596人
（５） 機能回復訓練 539人
（６）多世代交流・地域交流に関する取組 1,853人

３．評価

分類 項目 配点 評価段階 評価点

心身へのきめ細
やかな配慮

6 3 3.6

地域交流の推進 6 4 4.8

介護予防のため
の取組の充実

6 3 3.6

施設の利用促進 6 3 3.6

適切な臨機の対
応

4 3 2.4

指定期間 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課

指定管理者制度活用事業　評価シート

施設名称 令和5年度

事業者名 高齢者在宅サービス課長

（個人17,107、団体11,690人）
（141日）
（25講座、243回）
（21行事、300回）
（24回）　

利用実績

収支実績

○収入
（内訳）　　　　　指定管理料
（内訳）　　　　　事業収入
　
（内訳）
●支出
（内訳）　　　　　人件費
（内訳）　　　　　事業費
（内訳）　　　　　事務費
　　　　　　　　　 地域交流センター事業費
　　　　　　　　　 地域交流センター消費税
　
◎収支差引額

55,010,027円
52,630,141円
2,379,886円

　
48,468,416円
24,864,439円
2,157,952円
7,268,208円

12,888,887円
1,288,930円

6,541,611円

着眼点

高齢者の心身への配慮について適正かつきめ細やかだったか。

地域に根ざした施設として、地域交流を積極的に実施し、推進しているか。

介護予防に資する取組が前指定管理期間よりも充実しているか。

通常の施設運営に影響をきたす事由が発生した際に、適切に対応し事業を
実施しているか。

（108回）

サービス向上の取組

・地域包括ケアシステムにおける地域交流、介護予防の拠点施設として、、高齢者の介護予防に資する取組
として、筋肉の維持・強化や認知症予防を目的とした機能回復訓練のほか、健康相談、生活相談等を実施し
ている。
・高齢者に対する教養の向上、レクリエーション及び健康の増進のための便宜の供与の充実など、利用者の
生きがいづくりに寄与する地域の福祉施設としてのサービス向上に取り組んでいる。

適
正
な
業
務
実
施

（評価の理由）
【心身への配慮】
・高齢者の心身への配慮について、入館時に利用者一人ひとりに声掛けを実施するとともに、職員・看護師がセンター内を定期
的に巡回し、熱中症予防や感染症等の疾病予防の注意喚起を行っており、利用者と積極的にコミュニケーションを図ることで心
身状態の把握に努め、必要に応じて嘱託医面談や地域包括支援センター、地域みまもり支援センター等関係機関と連携するな
ど、心身に配慮した取組みを行っている。
【地域交流の推進】
・地域交流事業について、他センターとのボッチャの交流大会や地域ボランティア団体であるヘルスパートナー高津の協力によ
る「お気軽ふらっと体操」、地域の子どもや保護者も参加する、夏休みお楽しみ会等を実施することで、地域交流・多世代交流
事業に取り組んでいる。
・新たな取組として、食や振り込め詐欺、終活等、暮らしに役立つ身近なテーマを題材とした「暮らし啓発教室」や、センター利用
者以外も参加しやすいコンサート事業を開催することで、積極的に地域交流の場を提供している。
【介護予防の取組】
・介護予防に資する取組について、日頃使わない筋肉をほぐすことを目的とした「ゆったりのんびり体操」やピラティスや、予約な
しで気軽に立ち寄って体操ができ、看護師による健康相談も受けられる機会として、「お気軽ふらっと体操」を開催するなど、介
護予防に資する取組を実施している。
・講座を通じて、体操の新規団体の設立を支援するなど、利用者同士の仲間づくり、健康づくりを推進している。
【施設の利用促進】
・施設の利用促進については、ケーブルテレビや東京新聞等での行事周知や広報誌の発行のほか、高齢者のデジタル関連の
ニーズを踏まえたスマートフォンやパソコン等のＩＴ機器活用のための相談事業や近隣住民が気軽に参加できる体操事業、アフ
タヌーンコンサート、他機関と連携したパン販売など、地域住民が参加しやすい取組を積極的に実施することで、新規利用者の
獲得につなげている。
・より多くの地域住民が来やすいように、コンサートの開催時間帯や運営方法を適宜、見直すことで、施設の利用促進に取り組
んでいる。
【適切な臨機の対応】
・通常の施設運営に影響をきたす事由が発生した際の対応としては、新型コロナウイルス感染症の５類移行後も、十分な換気
や毎日の消毒・清掃作業による衛生管理の徹底のほか、適切な利用者への注意喚起など、感染症対策を講じている。

新たな利用者の確保策など、施設の利用促進に資する取組を実施したか。



適切な収入の確
保

2 4 1.6

収入増加の取組 2 4 1.6

効率的・効果的
な支出

5 3 3

適切な会計処理 5 3 3

適切なサービス
の提供

10 3 6

業務改善による
サービス向上

10 3 6

利用者ニーズの
把握及び事業へ
の反映

5 3 3

利用者の意見への
積極的な対応

5 3 3

適正な人員配置 4 3 2.4

連絡・連携体制
の充実

4 3 2.4

担当者のさらな
るスキルアップ

4 4 3.2

安全・安心への
取組

4 3 2.4

個人情報等の適
切な管理及び法
令遵守

4 3 2.4

定期または随時の会議等によって職員間や所管課等との連絡・連携が十分
に図られているか。

計画に基づく適正な支出が行われているか。また、経費縮減の取組がなされて
いるか。また経費縮減のために利用者の利便低下や安全・安心の疎外となって
いないか。

適正な会計処理が為されているか。収
支
計
画
・
実
績

（評価の理由）
【収入確保】
・適切な収入の確保について、地域交流センター事業の利用料収入は計画収入を上回り、達成することができている。
【収入増加の取組】
・高津区社会福祉協議会のホームページへの掲載のほか、ケーブルテレビでの放送、民間の稽古場検索ウェブサイトなどによ
る積極的な広報等、収入増加のための取組を行っており、休日利用率・平日利用率ともに、目標値を上回ることができている。
【効率的・効果的な支出】
・支出については、概ね計画に基づく事業が実施されており、指定管理料の範囲内において執行されている。
【適切な会計処理】
・適切な会計処理については、帳簿等の関係資料を整備するとともに、他の経理と区分し、適正な処理に努めており、特に問題
となる事実はない。

収入増加のための具体的な取組が為されているか。

計画通りの収入が得られているか。

（評価の理由）
【適正な人員配置】
・適正な人員配置については、職員がローテーションで勤務し、健康相談については、嘱託医・看護師の専門職を配置するな
ど、適正な人員配置を図っている。
【連絡・連携体制】
・連絡・連携体制については、毎日のミーティングや業務日誌、グループウェアを活用した情報共有のほか、定期的な職員会議
等で協議するなど、職員同士の連絡・連携が密に図られている。また、必要に応じて所管課や地域包括支援センターなどの関
係機関と連携しており、連絡・連携体制が整えられている。
【担当者のスキルアップ】
・担当者のスキルアップについては、各担当者会議において情報交換を行うとともに、法人本部主催の研修のほか、神奈川県
等の外部機関による研修を複数回受講しており、職員間で共有することで積極的にスキルアップを図っている。
【安全・安心への取組】
・安全・安心への取組については、防火管理者の配置、事故発生時緊急マニュアルの整備、利用者参加による防災訓練の実
施等による安全管理に取り組んでいる。
・入浴事業については、必要に応じて、看護師の相談や血圧測定を行い、注意喚起や指導をするなど、事故防止に努めてお
り、女性が脱衣所で密になることを防止するため、静養室に髪を乾かすためのスペースを設置するなど、工夫しながら、利用者
の安全・安心な利用に取り組んでいる。
【個人情報管理・法令遵守】
・個人情報の管理や法令遵守については、個人情報保護法や個人情報保護規定に基づき、利用者への同意確認、講座参加
者の名簿等の保管、廃棄など、適切な運用に努めており、管理記録の整備・保管については、業務日誌・点検記録・修繕履歴
等の整備・保管が適切に行われている。
・再委託管理については、職員立ち合いによる検査確認を実施するなど日常的な監視確認が行われており、その他の法令、職
員倫理綱領や行動基準についても遵守している。

提供すべきサービスが仕様書や実施計画等に基づいて適切に提供された
か。また、その効果が表れているか。特に、利用者が増加した場合の要因も
確認すること。

業務改善のための指針があるか。業務改善が必要な場合に、現状分析、課
題把握、改善策の検討と実施が行われているか。また、具体的な効果があ
らわれたか。

利用者ニーズの把握に努めたか。また、利用者ニーズを事業や管理に反映
させる取組がなされているか。さらに、独自性が見られるか。

利用者からの苦情や意見の受付体制が整備されているか。また、苦情や意
見に対して、迅速かつ適切に対応しているか。

サ
ー
ビ
ス
向
上
及
び
業
務
改
善

（評価の理由）
【適切なサービス提供】
・適切なサービスの提供について、新規事業を含む地域交流事業や介護予防に資する機能回復訓練、健康相談、生活相談等
を実施するほか、スマートフォン、タブレット、パソコンの相談事業を毎月複数回開催するなど、高齢者のデジタルディバイド対策
に資する事業に取り組むことで、老人福祉センター事業のサービス向上を図っている。
【業務改善によるサービス向上】
・業務改善によるサービスの向上について、セルフモニタリングによる自己評価を実施するほか、朝のミーティングや職員会議
で施設管理や業務遂行の課題等について、職員間での情報共有及び課題検討を行うとともに、利用者からの意見を会議等で
検討し、実現可能なものは事業運営に反映しており、サービスの向上に努めている。
【利用者ニーズ把握・反映】
・利用者ニーズの把握について、意見箱の設置や利用者満足度調査の実施のほか、講座終了時のアンケートにより、利用者
ニーズを把握する取組を行っており、利用者意見を踏まえて、講座の内容や時間等を決定するなど、事業運営に反映させてい
る。
【利用者意見への対応】
・利用者意見への対応について、法人の苦情解決実施要綱に基づく、苦情解決体制を構築している。また、利用者の意見・要
望については、日頃から、職員間で情報共有及び協議し、実現可能な意見等は迅速に対応している。

業務知識や安全管理、法令遵守に関する研修等、スキルアップのための取
組が充実しており、スタッフのスキルとして浸透しているか。また、その習得
状況を確認するための取組があるか。

・事件・事故、犯罪、災害から利用者を守ることができる適切な安全管理体
制となっているか（人員配置、マニュアル、訓練等）。
・緊急時に警察や消防など関係機関と速やかに連携が図れるよう、連絡体
制を構築し、定期的に情報交換等を行っているか。
・事故発生時の対応について適切だったか、また、再発防止に取り組んだ
か。

・個人情報保護、その他の法令遵守のルール（規則・マニュアル等）と管理・
監督体制が整備され、適切な運用が為されているか。
・業務日誌・点検記録・修繕履歴等が適切に整備・保管されているか。
・再委託先との連携調整が適宜・適切に行われ、業務の履行についても適
切な監視・確認が為されているか。また、それが徹底されているか。

必要な人員（人数・有資格者等）が必要な場所に適切に配置されているか。



施設・設備の保
守管理及び快適
な利用環境の維
持

4 3 2.4

外構・植栽管理及
び美観向上のため
の取組

4 4 3.2

４．総合評価

63.6 評価ランク

５．事業執行（管理運営）に対する全体的な評価

６．来年度の事業執行（管理運営）に対する指導事項等

外構の植栽を適切に管理（草刈、剪定、害虫駆除等）しているか。また、美
観向上のための積極的な取組をしているか。適

正
な
施
設
管
理

（評価の理由）
【施設保守管理・利用環境】
・施設・設備の保守管理については、施設の経年劣化によって不備が生じた場合は、各業者へ連絡し迅速に対応している。さら
に、法令に基づく点検の実施や、職員による日常的なチェックにより、施設の安全性を確認しつつ、快適性を向上させるための
修繕を実施している。
・備品管理については、備品管理簿を作成し、所管課と連携しながら備品の増減について適切な管理を行うとともに、不具合の
ある備品について、速やかに買替等を行っている。
・清掃・警備業務については、利用者が快適に施設を利用することができるよう、専門業者に業務委託することで、清潔な環境
を維持した。
・入浴については、水質検査等による感染症予防に努めるなど、清潔な環境の維持に努めている。
・防犯については、利用者の入館時に利用者証により確認しつつ、職員が定期的に施設内を巡回するとともに、防犯カメラを設
置することで、防犯対策に努めている。
【外構・植栽管理】
・植栽管理については、害虫駆除や植栽の剪定を行うなど、適切に管理が行われており、植栽ボランティア団体の協力を得て、
敷地内の草むしりを行うなど、地域資源を活用しつつ、施設の美観向上に取り組んでいる。

・安全な利用に支障をきたすことのないよう、施設・設備の保守点検や整備
等を適切かつ速やかに実施しているか。
・設備・備品の整備や整頓、利用者が使用する消耗品等の補充が適切かつ
速やかに行われているか。
・施設内及び外構の清掃が適切に行われ、清潔な美観と快適に利用できる
環境を維持しているか。
・施設内及び敷地内の警備が適切に行われ、事件・事故・犯罪等の未然防
止に役立っているか。

評価点合計 C

・介護予防に資する取組として、専門的な講師の指導のもと、介護予防の要素を盛り込んだ講座や、日常的な生活を送るために必要な
能力の維持・増進を図るプログラムを企画・実施している。また、地域のボランティア団体の協力による事業、コンサートやお楽しみ会な
ど、地域交流・多世代交流を目的とした事業にも取り組んでおり、老人福祉センターの目的である各種相談の実施、健康の増進、教養
の向上及びレクリエーションのための便宜供与を図っている。
・ＩＴ機器活用の相談事業やコンサートの開催等、施設の利用促進を図っており、新規利用者獲得につなげている点は評価できる。
・地域交流センター事業については、利用料収入・利用率ともに計画値を達成しており、全体的な管理・運営について、総合評価の結果
から適正であると認められる。

・次期指定期間における提案内容について、着実に履行すること。
・事業執行に際して、各種事業の実施のための工夫や、コロナ渦で減少した利用者数の回復、新規利用者の獲得手法などについて十
分に検討を行い、高齢者のいきがい・健康づくりの場や介護予防機能といった施設の役割を十分に果たすための取組を行うこと。
・市内全区で老人福祉センターを管理運営しているスケールメリットを活かし、事業運営の実績やノウハウの全市的な共有、市・各区社
会福祉協議会や他都市の社会福祉協議会との情報交換等を通じた企画力・調整力を発揮し、地域の介護予防拠点としての機能の充
実、多くの地域住民が利用したくなるような、より魅力ある施設運営のための施策を推進すること。
・地域包括ケアシステムの構築の中で、感染症対策に留意しつつ、地域に根ざした施設として、近隣施設や合築施設等と連携しながら
地域交流の推進を図るとともに、より効果的・効率的な施設運営を行うこと。


